
第
19
条　

議
会
は
、近
隣
市
町
村
議
会
と
共
通
す
る
課
題
の

解
決
を
図
る
た
め
、互
い
に
連
携
し
、広
域
政
策
へ
の
取
組

の
強
化
に
努
め
る
。

（
議
員
研
修
）

第
20
条　

議
会
は
、議
員
の
政
策
形
成
及
び
立
案
能
力
等
の

向
上
を
図
る
た
め
、議
員
研
修
を
積
極
的
に
実
施
し
、そ
の

充
実
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
村
審
議
会
等
と
の
関
係
）

第
21
条　

議
会
は
、村
審
議
会
等
委
員
へ
の
就
任
の
要
請
が

あ
っ
た
場
合
は
、協
議
の
う
え
議
員
を
派
遣
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

2　

議
会
は
、村
審
議
会
等
に
審
議
内
容
に
つ
い
て
説
明
を

求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
広
報
の
充
実
）

第
22
条　

議
会
は
、議
会
報
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
に
よ
る
広

報
を
充
実
さ
せ
、村
民
に
対
す
る
説
明
責
任
と
情
報
の
共
有

化
を
図
る
。

2　

議
会
は
、分
か
り
や
す
い
広
報
に
心
掛
け
、で
き
る
だ

け
速
や
か
に
行
う
。

（
会
派
）

第
23
条　

議
員
は
、政
策
を
中
心
と
し
た
同
一
の
理
念
を
有

す
る
議
員
で
会
派
を
結
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第第
66
章　
議
員
の
定
数・報
酬

章　
議
員
の
定
数・報
酬

（
議
員
定
数
）

第
24
条　

議
会
は
、議
員
定
数
の
改
正
を
検
討
す
る
際
に
は
、

行
財
政
改
革
の
視
点
、村
政
の
現
状
と
課
題
、将
来
予
測
と

展
望
を
考
慮
す
る
と
と
も
に
、広
く
村
民
の
意
見
を
参
考
と

す
る
機
会
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。

2　

議
員
定
数
の
改
正
に
つ
い
て
、地
方
自
治
法（
昭
和
22

年
法
律
第
67
号
。以
下「
法
」と
い
う
。）第
74
条
第
1
項
の
規

定
に
よ
る
も
の
を
除
き
議
員
が
提
案
す
る
場
合
は
、明
確
な

改
正
理
由
と
根
拠
を
付
す
も
の
と
す
る
。

（
議
員
報
酬
）

第
25
条　

議
会
は
、議
員
報
酬
の
改
正
を
検
討
す
る
際
に
は
、

行
財
政
改
革
の
視
点
、村
政
の
現
状
と
課
題
、将
来
予
測
と

展
望
を
考
慮
す
る
と
と
も
に
、広
く
村
民
の
意
見
を
参
考
と

す
る
機
会
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。

2　

議
会
は
、議
員
報
酬
の
改
正
に
つ
い
て
、法
第
74
条
第

1
項
の
規
定
に
よ
る
も
の
を
除
き
議
員
が
提
案
す
る
場
合
は
、

明
確
な
改
正
理
由
と
根
拠
を
付
す
も
の
と
す
る
。

第第
77
章　
議
会
の
体
制
整
備

章　
議
会
の
体
制
整
備

（
議
会
図
書
室
の
充
実
）

第
26
条　

議
会
は
、議
員
の
調
査
研
究
の
た
め
の
議
会
図
書

室
の
充
実
を
図
る
と
と
も
に
、議
員
の
ほ
か
村
民
等
の
利
用

に
供
す
る
。

2　

図
書
室
に
は
、官
報
、行
政
資
料
等
の
ほ
か
、議
会
で
の

討
議
及
び
議
決
に
関
す
る
資
料
等
を
置
く
も
の
と
す
る
。

（
議
会
費
）

第
27
条　

議
会
は
、必
要
か
つ
適
正
な
議
会
費
の
予
算
確
立

と
執
行
に
努
め
る
。

2　

議
長
交
際
費
、そ
の
他
調
査
活
動
等
に
要
し
た
経
費
は

毎
年
度
ご
と
に
、村
民
に
公
表
す
る
。

（
事
務
局
機
能
の
充
実
）

第
28
条　

議
会
は
、議
会
及
び
議
員
の
政
策
形
成
と
立
案
能

力
を
向
上
さ
せ
、議
会
活
動
の
充
実
と
円
滑
な
運
営
を
行
う

た
め
に
、議
会
事
務
局
の
調
査
及
び
法
務
機
能
の
充
実
強
化

と
体
制
整
備
に
努
め
る
。

2　

議
会
は
、事
務
局
職
員
が
積
極
的
に
研
修
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
努
め
る
。

第第
88
章　
災
害
時
の
対
応

章　
災
害
時
の
対
応

（
災
害
時
の
対
応
）

第
29
条　

議
会
は
、白
馬
村
災
害
対
策
本
部
条
例（
昭
和
38

年
白
馬
村
条
例
第
7
号
）に
基
づ
き
白
馬
村
災
害
対
策
本
部

が
設
置
さ
れ
た
時
は
、迅
速
な
支
援
に
努
め
、情
報
を
共
有

し
的
確
な
対
応
を
図
る
も
の
と
す
る
。

第第
99
章　
補
則

章　
補
則

（
条
例
の
検
証
と
改
正
）

第
30
条　

議
会
は
、こ
の
条
例
の
目
的
が
達
成
さ
れ
て
い
る

か
を
常
に
検
証
し
、必
要
に
応
じ
て
議
会
運
営
委
員
会
で
、

改
正
の
検
討
を
行
う
も
の
と
す
る
。

2　

議
会
は
、条
例
の
改
正
を
検
討
す
る
際
に
は
、広
く
村

民
の
意
見
を
参
考
と
す
る
機
会
を
設
け
る
。

3　

条
例
の
改
正
に
つ
い
て
は
、明
確
な
改
正
理
由
と
根
拠

を
付
す
も
の
と
す
る
。

　（
委
任
）

第
31
条　

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、こ
の
条
例
の

施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、議
会
が
別
に
定
め
る
。

附　

則

こ
の
条
例
は
、平
成
29
年
4
月
1
日
か
ら
施
行
す
る
。

議
会
基
本
条
例
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